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答 申

諮問第９８号

第１ 審査会の結論

和歌山県知事（以下「実施機関」という。）が、本件異議申立

ての対象となった別紙に記載の公文書開示請求（以下「本件開示

請求」という。）について行った非開示決定は、妥当である。

第２ 異議申立てに至る経過

１ 異議申立人は、和歌山県情報公開条例（平成１３年和歌山県条

例第２号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、

平成２５年１１月２５日付けで公文書開示請求を行った。

２ 実施機関は、当該開示請求に対しては、不備があったため、異

議申立人に対して、平成２５年１１月２８日付け監察第６２号に

より、補正通知を送付し、異議申立人は平成２５年１２月２日付

けで補正後の開示請求を行った。実施機関は、本件開示請求に対

し、「作成又は取得していないため」との理由で対象公文書を保

有していないとする非開示決定（以下「本件処分」という。）を

行い、平成２５年１２月１２日付け監察第６３号で異議申立人に

通知した。

３ 異議申立人は、平成２５年１２月１７日付けで行政不服審査法

（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により、本件処分を

不服として、実施機関に対し異議申立てを行った。

第３ 異議申立ての内容要旨

１ 異議申立ての趣旨

当該非開示決定の取消しを求めるものである。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が、異議申立書、意見書並びに審査会における説明

及び意見の陳述によって、本件処分に関して主張する内容を要約
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すると、おおむね次のとおりである。

(1) 開示請求書により複数の公文書の開示を求めているにもか

かわらず、１通の非開示決定処分となっているため、どの文

書が「実際に非開示処分」なのか、分からない。非開示決定

処分を取り消し、関係者らを懲戒するための調査をやり直す

ことを求める。

(2) 監察査察監に信頼関係に基づき調査を依頼したのに、「通

報に対し、公図訂正に係る起案文書に欠落した書類があると

は認められませんでした」などの回答は、誤魔化すような行

為に当たり、秩序を乱すような行為をすべきでない。

(3) 本件開示請求で請求した文書は、以下の二つである。

ア 「１３年７１１０号添付証拠書類毀棄したり改竄した件に

つき管理責任者知事を含む調査結果＜告発の必要性は認めら

れなかった＞の回答についての内、『適正な事務手続きが行

われた証拠となる文書』が作成又は取得していない為」非開

示となったことに対する文書。

イ 平成２０年１１月２６日に関して、存在を確認した文書が

突然消去した事が適正な事務であったとする監察査察課の証

拠の内、空白４０分の行動を記録した文書。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関が非開示決定通知書、異議申立てに対する理由説明書、

審査会における説明及び意見の陳述並びに審査会へ提出した資料

によって主張する内容を要約すると、おおむね次のとおりである。

１ 本件開示請求の対象公文書は、「平成２２年８月２０日付け監

察査察監の回答にあたって、監察査察監が作成した調査報告書及

び海草振興局建設部職員の４０分の行動記録」と特定した。

２ 異議申立人は、平成２０年１２月から、和歌山市上三毛字東山

田地区における昭和４０年代の県道用地の買収及び平成１３年に

行われた公図訂正に関し、不正行為等通報（６回）、請願書等の

提出（４回）、告発喚起文の提出（１回）を行っている。実施機
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関は、当該通報等に関しては、担当所属において調査・確認を行

い、当該公図訂正に不正を疑わねばならない点が認められなかっ

たため、異議申立人あてに「問題はない」旨の回答を行ったとこ

ろであるが、当該通報等に対する調査報告書は作成していないこ

とから、本件開示請求については、「作成又は取得していないた

め」との理由により非開示決定を行った。

３ 不正行為等通報に関する事務は、監察査察監が通報の受付窓口

となり、監察査察監自らが対象を調査のうえ、不正等の事実があ

るか否かの判断を下して異議申立人に回答している。このため、

調査過程の情報管理も監察査察監が単独で行ったことから、起案

文等は作成されず、回答文のみが作成されたものである。当該通

報等に関する公文書関係としては、通報を受け付けた旨の受理簿

や通報者から提供された資料等及び異議申立人に対する回答文書

は存在するが、それ以外の文書は存在しない。これは、調査結果

に至る過程が、主に職員等からのヒアリング調査、あるいは対象

所属に保管されている公文書の精査等による監察査察監自身の判

断によるものであり、調査報告に類する文書等が作成されていな

いためである。

第５ 審査会の判断

当審査会は、本件処分の当否につき審査した結果、次のとおり

判断する。

１ 基本的な考え方

条例は、第１条で「地方自治の本旨にのっとり、県民の公文書

の開示を求める権利」を明らかにすることで、「県民の県政に対

する理解と信頼を深め、公正で民主的な開かれた県政を一層推進

することを目的」として制定されたものであり、原則公開の理念

の下に解釈され、かつ、運用されなければならないとしている。

当審査会は、この原則公開の理念に立って条例を解釈し、審査を行

った。

２ 本件処分の対象公文書について
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本件開示請求の内容は、別紙のとおりであり、本件開示請求の

対象公文書は、「平成２２年８月２０日付け監察査察監から通報

者への回答において『告発する必要は認めておりません』とある

ことの適正に事務が行われたという証拠となる調査報告書及び平

成２０年１１月２６日の海草振興局建設部職員の４０分の行動記

録（以下「行動記録」という。）」と認められる。

３ 本件処分の妥当性について

実施機関は、不正行為等通報に関する事務は、当該通報等を受

けてから、調査し、回答を行うまで、情報管理も監察査察監が自

ら行うため、調査報告書を作成していない旨説明する。

和歌山県不正行為等通報処理要領（以下「要領」という。）の

第１１条において「通報窓口及び通報事案に関係する課室は、各

通報処理に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定

めた上で通報者の秘密保持に配慮して、適切な方法で保管しなけ

ればならない。」と規定されている。

この点にも関連して調査報告書の作成について実施機関に説明

を求めたところ、実施機関は次のとおり回答した。

監察査察監は通報の受付窓口として通報処理に係る記録である

受理簿等は保管しているところ、関係資料は基本的に通報事案に

関係する課室で保管しており、職員の処分に係る案件は監察査察

課でも必要に応じて書類を作成する場合もあるが、今回は職員の

処分には至らないと考えたので、書類は作成していない。本件開

示請求書記載の通報は、以前の通報等と同趣旨であったため、監

察査察監は新たな調査等を行う必要性を認めなかったことから、

調査報告書の作成を行わず回答文書を作成した。また、行動記録

については、海草振興局建設部にも確認したが、当該文書は無い

とのことであった。

なお、和歌山県個人情報保護審議会における諮問第７号答申に

おいて、不正行為等通報に関する事務は、特殊かつ専門的な事務

内容のため、監察査察監自らが一連の事務処理を行うことから、

起案文が作成されないという実施機関の説明についても、事実で



- 5 -

あると認めるに足ると示されている。

したがって、本件開示請求の対象公文書を作成又は取得してい

ないとの実施機関の説明は、特段不合理とは認められない。

よって、実施機関が「作成又は取得していない」との理由によ

り非開示決定を行った本件処分は、妥当である。

４ 結論

以上の理由により、当審査会は、冒頭「第１ 審査会の結論」

のとおり判断する。

なお、異議申立人は、実施機関職員の対応や公図訂正事務に関

して種々の主張をしているが、当審査会は、条例に基づく実施機

関からの諮問に応じ、実施機関が行う開示決定等の妥当性につい

て調査審議する機関であり、異議申立人の当該主張の是非につい

ては、当審査会の判断するところではない。

第６ 答申に至る経過

年 月 日 審査の経過

平成26年1月7日 ○諮問（実施機関）

平成26年1日15日 ○実施機関からの理由説明書を受理

平成26年1日20日 ○異議申立人からの意見書を受理

平成28年1月12日 ○審議

平成28年 2月17日 ○実施機関からの説明及び意見の聴取

平成28年 5月24日 ○異議申立人からの説明及び意見の聴取

平成28年6月27日 ○審議
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平成28年7日 8日 ○実施機関からの説明資料を受理

平成28年7月19日 ○審議

平成28年8月16日 ○審議

平成28年8日 30日 ○実施機関からの説明資料を受理

平成28年9月12日 ○審議
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【別紙】

本件開示請求の内容

請求日 請 求 内 容

平成２５年１１月２５日 平成２２年度不正行為等通報受理・処理票、通報番号２１－５７号

（補正 関連事案：被告発人らが永久保存文書、１３年７１１０号一件文書に

平成２５年１２月２日） 添付の証拠書類を毀棄又は隠蔽及び改竄しなければ県民二人が目視

し、存在を確認した文書が突如消えて無くなることはない。最後に県

職員がコピー依頼して持ち去ったのが最後で県職員○○が残りの文書

だけ二人の前に出した。

管理責任者知事を含む調査結果「告発の必要性は認められなかった」

と通報者への回答について適正な事務手続きが行われた証拠となる文

書及び最後に県職員がコピー依頼して持ち去った職員名職員の行動、

約４０分ほどの空白時間に誰が指示し、一件文書の内、承諾書のない

者の理由と財務及び法務局に揃って添付しているこれら文書が平成２

０年１１月突如消えて無くなることは和歌山県の職員の仕業としか考

えられない。

従って、「告発の必要性は認められなかった」との決定自体不法行

為でありこれは根拠のない犯罪者の言い訳に過ぎない。

適正に事務が行われたという証拠となる調査報告書及び空白４０分

の職員の行動を記録した文書の開示。

と、開示請求いたします。

尚、言うまでもなく、行政は「事実を隠したり、根拠のない憶測で

回答すること」は許されない。


